
 

福島労発基 1113 第３号  

令和５年 11 月 13 日 

  

 

各労働災害防止団体の長 殿  

 

  

                          福 島 労 働 局 長  

                          （ 公 印 省 略 ）  

 

『福島冬季転倒災害防止運動（転ばないでね！）』の実施について（協力要請） 

 

 

 労働者の安全と健康の確保につきましては、日頃から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上

げます。 

福島労働局においては、休業４日以上の死傷災害の中でも最も件数が多く、全体の３割以 

上を占める転倒災害の減少を図るため、令和５年度を初年度とする福島労働局第 14 次労働

災害防止計画において、「労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進」を重点施

策の一つとして掲げ、転倒災害防止に係る指導・啓発等に取り組んでいるところです。 

特に、12 月から２月の冬季に発生する転倒災害のうち約５割は降雪・凍結等を原因とす

るものであるなど、冬季の転倒災害防止については引き続き対策が必要です。こうした状況

を踏まえ、福島労働局では、転倒災害が多発する冬季に『福島冬季転倒災害防止運動（転ば

ないでね！）』を展開し、別紙『福島冬季転倒災害防止運動（転ばないでね！）実施要項』

により、12月 15日から翌年２月 28日までの期間を本運動期間、降雪・凍結時期前の 12月

１日から 12 月 14 日までを準備期間と位置づけ、気象情報の活用によるリスク低減の実施、

通路・作業場所の凍結等による危険防止の徹底等を図り、冬季における転倒災害の一層の減

少を図ることとしました。 

つきましては、貴団体におかれましても、本運動の趣旨について御理解いただき、転倒災

害の削減に向けた会員事業場への指導・助言等の実施について、特段のご配慮をいただきた

く協力を要請いたします。 

 

 

 

 

 

（担当：福島労働局健康安全課 電話 024-536-4603） 

 

 



 

別紙 

『福島冬季転倒災害防止運動（転ばないでね！）』実施要綱 

 

１ 趣旨 

福島労働局では、休業４日以上の死傷災害の中でも最も件数が多く、全体の３割以上を占める転倒災

害の減少を図るため、令和５年度を初年度とする福島労働局第 14 次労働災害防止計画において、「労

働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進」を重点施策の一つとして掲げ、転倒災害防止に係

る指導・啓発等に取り組んでいるところである。 

特に、12 月から２月の冬季に発生する転倒災害のうち約５割は降雪・凍結等を原因とするものであ

るなど、冬季の転倒災害防止については引き続き対策が必要である。こうした状況を踏まえ、福島労働

局では、転倒災害が多発する冬季に『福島冬季転倒災害防止運動（転ばないでね！）』を展開し、12月

15 日から翌年２月 28 日までの期間を本運動期間、降雪・凍結時期前の下記期間を準備期間と位置づ

け、気象情報の活用によるリスク低減の実施、通路、作業場所の凍結等による危険防止の徹底等を図

り、冬季における転倒災害の一層の減少を図ることを目的とする。 

 

２ 期間 

  ・準 備 期 間  令和５年 12月１日から令和５年 12月 14日 

  ・運 動 期 間  令和５年 12月 15日から令和６年２月 28日 

 

３ 主唱者 

  福島労働局、各労働基準監督署、各労働災害防止団体（福島県労働基準協会、建設業労働災害防止協

会福島県支部、陸上貨物運送事業労働災害防止協会福島県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会東

北総支部福島支部、林業・木材製造業労働災害防止協会福島県支部、各地区労働基準協会） 

 

４ 実施者 

  各事業場 

 

５ 主唱者の実施事項 

（１）福島労働局、労働基準監督署の実施事項 

冬季の転倒災害を防止するためには、その年の降雪量に左右されない、事業者の理解と労働者自身

の高い安全意識が不可欠であることから、労使が一体となって職場の安全意識が醸成・浸透されるよ

う意識啓発を図るため、以下の対策を展開する。 

  ① 冬季転倒災害防止に係る周知啓発資料等の作成・配布 

  ② 降雪、凍結期等の転倒災害防止対策に有効な情報等の周知 

  ③ 本運動を効果的に推進するための各種団体等への協力要請 

  ④ 労働局、労働基準監督署による事業場への指導 

（２）各労働災害防止団体の実施事項 

  ① 会員事業場等への周知啓発 



 

  ② 事業場の転倒災害防止対策への指導援助 

  ③ 転倒災害防止対策に資するセミナー等の開催、教育支援 

  ④ 転倒災害の防止に有益な保護具等の普及促進 

 

６ 実施者の実施事項 

 （１）準備期間（冬季前）の実施事項 

① 地域の気象状況を踏まえ、積雪・凍結前に労働者に対する注意喚起 

② 降雪、凍結時に転倒のおそれのある箇所の事前確認 

③ 融雪剤、凍結防止剤、スコップ、防滑靴等の事前準備 

 （２）気象情報の活用によるリスク低減の実施 

① 大雪、低温に関する気象情報を迅速に把握する体制の構築 

② 警報・注意報発令時等の対応マニュアルの作成、関係者への周知 

③ 気象状況に応じた出張、作業計画等の見直し 

 （３）通路・作業場所の凍結等による危険防止の徹底 

① 屋外通路や駐車場における除雪・融雪剤の散布による安全通路の確保 

② 事務所への入室時における靴裏の雪、水分の除去、凍結のおそれのある屋内への通路、作業場

への温風機の設置等による凍結防止策の実施 

③ 屋外通路や駐車場における転倒災害のリスクに応じた「危険マップ」の作成、関係者への周知 

④ 凍結した路面、除雪機械通過後の路面等における荷物の運搬方法、作業方法の見直し 

⑤ 凍結した路面や凍結のおそれがある場所（屋外通路や駐車場等）における転倒防止のための滑

りにくい靴の着用の勧奨 

⑥ 必要な照度の確保（照明設備等の設置など） 

 （４）作業行動等 

   ① 決められた安全な通路の通行の徹底 

   ② 作業内容に適した防滑靴やプロテクター等の着用の推進 

   ③ 転倒災害防止のための安全な作業方法の推進 

④ 服やズボンのポケットに手を入れたままの歩行禁止の徹底 

⑤ スマートフォンを操作しながら歩く等「ながら歩きの禁止」の徹底 

⑥ 「転倒等リスク評価セルフチェック票」等を活用した自らの身体機能の変化の把握と変化に応

じた行動の徹底 

（５）安全教育 

   ① 視聴覚教材等を活用した転倒災害防止の繰り返しの注意喚起 

  ② 転倒予防体操等、各労働者に合った運動の励行 



休業1か月以上

約６割

労働災害の
うち転倒

約３割以上

数字で見る

福島県内の転倒災害

女性

約６割

午前

約６割

出典：労働者死傷病報告より
（令和4年1月～令和4年１２月）

準備期間：令和5年12月1日～令和5年12月14日
運動期間：令和5年12月15日～令和6年2月28日

『福島冬季転倒災害防止運動』実施中

令和５年１０月作成

転ばない
でね！

5 0代 以 上

７割以上

冬季

約５割



福島冬季転倒災害防止運動（転ばないでね！）

準備期間：令和５年12月１日～令和５年12月14日
運動期間：令和５年12月15日～令和６年２月28日

福島労働局 健康安全課



1

凍結前の準備と確認の徹底を！ 準備期間：令和5年12月１日～令和5年12月14日
運動期間：令和5年12月15日～令和6年２月28日

◎福島冬季転倒災害防止運動（転ばないでね！）

ⅰ）準備期間（冬季前）の実施事項
ア 地域の気象状況を踏まえ、積雪・凍結前に労働者に対する

注意喚起
イ 降雪、凍結時に転倒のおそれのある箇所の事前確認
ウ 融雪剤、凍結防止剤、スコップ、防滑靴等の事前準備

ⅱ）気象状況の活用によるリスク低減の実施
ア 大雪、低温に関する気象情報を迅速に把握する体制の構築
イ 警報・注意報発令時等の対応マニュアルの作成、関係者へ

の周知
ウ 気象状況に応じた出張、作業計画等の見直し

ⅲ）通路、作業場所の凍結等による危険防止の徹底
ア 屋外通路や駐車場における除雪・融雪剤の散布による安全

通路の確保
イ 事務所への入室時における靴裏の雪、水分の除去、凍結の

おそれのある屋内への通路、作業場への温風機の設置等に
よる凍結防止策の実施

ウ 屋外通路や駐車場における転倒災害のリスクに応じた「危
険マップ」の作成、関係者への周知

エ 凍結した路面、除雪機械通過後の路面等における荷物の運
搬方法、作業方法の見直し

オ 凍結した路面や凍結のおそれがある場所（屋外通路や駐車
場等）における転倒防止のための滑りにくい靴の着用の勧
奨

カ 必要な照度の確保（照明設備等の設置など）

ⅰ）多発する凍結路面による転倒災害を防止するために次の取組
を実施してください。
○凍結防止剤を散布すること。
○氷面を砕いて路面を露出させること。
○滑り止め剤の砂を散布すること。
○スパイク付きの靴を着用すること。

ⅱ）転び方について
必ずケガを防止できるわけではありませんが、
〇後頭部をぶつけないために顎をしっかりと引き、背中を丸
くして転ぶこと。

〇無理に手をついて体重を支えようとしないこと。

やってみま
しょう

ⅳ）作業行動等
ア 決められた安全な通路の通行の徹底
イ 作業内容に適した防滑靴やプロテクター等の着用の推進
ウ 転倒災害防止のための安全な作業方法の推進
エ 服やズボンのポケットに手を入れたままの歩行禁止の徹底
オ スマートフォンを操作しながら歩く等「ながら歩きの禁

止」の徹底
カ 「転倒リスク評価セルフチェック票」等を活用した自らの

身体機能の変化の把握と変化に応じた行動の徹底
ⅵ）安全教育
ア 視聴覚教材等を活用した転倒災害防止の繰り返しの注意喚

起
イ 転倒予防体操等、各労働者にあった運動の励行



◎転倒災害発生状況１ 「事故の型別」及び「年度別・月別」
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◎転倒災害発生状況２ 男女別、年齢別、時間帯別、休業見込み日数別

休業見込み日数別

男女別では
6対4の比率
です。
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です。



◎転倒災害発生状況３ 署別転倒災害発生状況（令和4年12月～令和5年2月）
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喜多方署

転倒災害の約5
割が凍結等によ
るものです！！

Ｒ４年度は、積雪量の多い会津地方よりも中通りで多く発
生しました。
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積雪・凍結による転倒災害の発生場所 積雪・凍結による転倒災害の傷病性質・傷病部位

通常の歩き方とすべりにくい歩き方

準備期間中
や休みの日
の散歩のと
きなど練習
してみま
しょう！

◎福島冬季転倒災害防止運動（転ばないでね！）特記事項

出典：独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
「すべり転倒」の実態と評価・対策について

加齢に伴う各種身体機能の変化

身体機能のピーク期（20～24
歳）を基準とした場合と、55～
59歳の高齢者の各種身体機能水
準の相対関係が、どの程度であ
るかを示した図です。
特に高齢者にとっては、日頃

の運動（体力の強化）が転倒災
害防止に有効ですので、自分に
合ったストレッチや運動を行い
ましょう！

・積雪・凍結による転倒災害の3/4は骨折です。
・骨盤骨折や大腿骨骨折等、長期の休業を要する
災害も発生しています。

頭蓋部・頭部・
頚部11件、
11.1％

胸部・胴体・背
部・骨盤部、19
件、19.2％

手・手首・ひじ
等、36件、
36.4％

もも・ひざ・す
ね等、11件、
11.1％

足首・足・足指
等、20件、
20.2％

主な傷
病部位

敷地内, 50

駐車場, 20

新聞・郵便配

達, 7

配達・配送・積込, 4

訪問先等, 15

道路上, 2
その他, 1

積雪・凍結による転倒災害の発生場所別

（令和4年12月～令和5年2月）

7割以上が事
業場で維
持・管理す
ることが可
能な敷地
内・駐車場
で発生して
います。

骨折, 

71, 
72%

打撲

傷・

創傷, 

20, 
20%

捻挫, 

6, 6%

その他, 

2, 2%

積雪・凍結による転倒災害の傷病性質別

（令和4年12月～令和5年2月）

複合部位、2
件、２％


